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第１日目（３月３日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長【古川和之君】  ただいまから平成２７年松茂町議会第１回定例会の開

会をお願いいたします。 

 まず初めに、藤枝議長からごあいさつがございます。 

○議長【藤枝善則君】  皆さん、おはようございます。今日は桃の節句であります。寒

さも幾分和らぎ、日増しに春の気配を感じるようになりました。 

 一昨日の日曜日には、今月１４日に開通する徳島自動車道・鳴門ジャンクションから徳

島インターチェンジ間で記念のウオーキングイベントがあり、あいにくの雨にもかかわら

ず３,０００人余りの人が新しい高速道路上を歩いて楽しんだというふうに報道されてお

ります。この高速道は、ただ単に髙松自動車道と徳島自動車道を結ぶということだけでな

く、災害時の緊急の輸送道路、それから、地震・津波の避難場所等として利用が図られる

ということで期待をしているところでございます。 

 本日は、２７年度第１回の定例議会の開会日でありますが、体調不良もなく多数の議員

さんの参加をいただきましてありがとうございます。 

 ここで１つ、皆様にご報告をしておきます。先日、池添議員が全国町村議会議長会にお

いて、また、佐藤富男議員が徳島県町村議会議長会において、それぞれ自治功労賞を受賞

されました。まことに喜ばしいことでございます。池添議員、佐藤富男議員、おめでとう

ございました。 

 さて、今回の定例議会には、２７年度予算をはじめ数多くの議案が上程されております。

最後まで慎重審議をお願いいたしまして、開会のあいさつといたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  ただいまの出席議員は１０名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、平成２７年松茂町議会第１回定例会は成立いたしまし

た。 

 ただいまから平成２７年松茂町議会第１回定例会を開会いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  広瀬町長から招集のあいさつがあります。 
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 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  皆さん、おはようございます。ようやく寒気も緩んでまいりま

して、木の芽も膨らんで春の日差しが体に感じるようになってまいりました。 

 本日、平成２７年松茂町議会第１回定例会の招集をお願いいたしましたところ、議員各

位には、公私とも大変お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。また、

平素におきましては、議員それぞれの立場におかれまして、松茂町の発展のため、また、

町民の福祉の向上のためにご尽力をいただいておりますこと、この場から厚く感謝を申し

上げます。ありがとうございます。 

 本定例会は、２７年度の一般会計当初予算をはじめ、特別会計の当初予算等多くの案件

を審議いただくものでございますが、特に一般会計予算では前年度比１２.７％の増額予

算となっております。増額の主なものといたしましては、南海トラフ巨大地震・津波及び

大型台風、ゲリラ豪雨に備えての投資的な経費の増額であります。 

 上程いたします案件は、同意１件、報告１件、議案３８件の合計４０案件となっており

ます。多くの案件でありますが、慎重にご審議をいただきまして全案件が可決決定をいた

だけますよう、心からお願い申し上げまして、招集のごあいさつといたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから、本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。監査委員から毎月実施した月例出

納検査の結果、各会計とも収支適正であると認められていますと議長宛てに報告が提出さ

れておりますので、ご報告いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりです。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、２番佐

藤道昭議員、及び３番原田議員を指名いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、３月３日から３月１６日までの１４日間にしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は３月３日から３月１６日までの１４日間に決定いたしました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、松茂町ほか２町競艇事業組合の平成２６年度事業実施報告を組合議会副議長の吉

崎議員にお願いいたします。吉崎議員。 

○８番【吉崎民二君】  おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、松

茂町ほか２町競艇事業組合議会の報告を行います。 

 松茂町ほか２町競艇事業組合は、昭和４２年１月以来、モーターボート競走法に基づく

競艇事業を鳴門市と共催で１カ月に２日、年間２４日を開催しております。その収益金は、

組合を構成する３町の一般会計に繰り出されることより、各町の財源として大きく貢献し

てまいりました。過去には１年間で６千万円を繰り出した年もございます。 

 ご承知のとおり、今年度及び平成２７年度の２年間につきましては、護岸改修工事及び

ボートレース鳴門施設改修工事のため、本場におけるレースの施行は休止となっておりま

すが、他場で代替開催を実施しております。ボートレース宮島の代替開催５節３０日の売

り上げにつきましては、電話投票売り上げの増加や他場発売支援等もあり、当初の予想よ

り３０億円を上回っております。また、外向発売場「エディウィン鳴門」では、昨年度改

修工事を終え、指定席を設置し、４場併売から５場併売になった効果により、当初の１日

平均売上予想を約５００万円超える２,８００万円の水準を保っており、代替開催ととも

に競艇事業の収益源となっております。 

 しかしながら、今年度及び平成２７年度の２年間につきましては、組合開催レースがな

いため収益金がありませんので、財政調整基金を取り崩し、各町へ合わせて１５０万円を

繰り出しを行います。 

 さて、今度の新スタンドでございますが、低コスト・省エネ・防災機能の充実など、こ

れからの新しい時代に求められる概念を盛り込み、全国２４箇所のボートレース場の中で

最小規模となる小さな施設となる予定でございます。 

 平成２８年度再開に向け、環境の整備やサービス内容の充実等を図り、今までボートレ

ースを知らなかった人々にも知っていただけるよう、管理者とともに努力していきたいと

考えております。議員各位におかれましては、何とぞ、諸事情をご賢察の上、ご理解、ご

協力をよろしくお願いいたします。 
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 以上、簡単でございますが、競艇事業組合の現状報告とさせていただきます。 

○議長【藤枝善則君】  続きまして、板野東部消防組合の平成２６年度事業実施報告を、

組合議会監査委員の一森康雄議員にお願いいたします。一森康雄議員。 

○７番【一森康雄君】  皆さん、おはようございます。議長の許可を得ましたので、板

野東部消防組合の報告をいたします。 

 平成２６年度における板野東部消防組合議会の開催につきましては、４回開催をしてお

り、定例会は３月、臨時議会は９月、１１月、１２月でありました。 

 まず、消防組合議会視察研修では、古川保博北島町長随行のもと、平成２６年１０

月２８日から１泊２日の行程で行いました。初日は千葉県の市川市消防局、２日目は、同

じく浦安市消防本部において、大震災から学ぶ防災・減災対策等について研修をいたしま

した。 

 ３年前の東日本大震災とその余震での液状化現象による被害状況では、浦安市の８割に

も及ぶ範囲で土砂の噴出や地盤沈下が発生し、幸いにも人的被害はありませんでしたが、

液状化により上下水道、電気、ガスなどの都市基盤施設が被害を受けるとともに、住宅地

では半数以上の住宅が沈下や傾斜の被害を受けました。また、ＤＶＤにより当時の状況を

目の当たりにし、迅速な救急救護活動や消防活動、並びに関係機関との連携の重要さを痛

感いたしました。 

 予算面につきましては、平成２６年度の板野東部消防組合会計当初予算額は１０

億４５２万６千円であります。そのうち３町分担金の合計金額は９億９,３８１万９千円

であり、松茂町に係る分担比率は２３ .５５％、北島町は３１ .４３％で藍住町

は４５.０２％であるため、本町分担金は２億４,０４６万１千円となっております。 

 この内訳としては、常備消防費分担金が２億１,４７２万２千円です。非常備消防費分

担金が２,５７３万９千円でございます。 

 平成２６年度の主な事業としては、消防・救急無線のデジタル化整備の事業を年度内の

完了を目指し進めております。総務省訓令の改正により、平成２８年５月３１日までにア

ナログ方式の消防・救急無線をデジタル方式の消防・救急無線に移行する必要があります。

この整備事業は、県下消防本部全てに該当することから、徳島県消防保安課が主体となり、

平成２４年度に県下統一の消防救急デジタル無線整備に係る実施計画を行い、県下消防本

部が同じ規格の機器仕様といたしまして、それをもとに板野東部消防組合では消防・救急

無線デジタル整備事業を「総務省無線システム普及支援事業費等補助金」により、消防・
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救急無線デジタル整備事業を進めております。概要といたしましては、アナログ方式の消

防救急無線と同じく音声の通話を基本といたしました。また、現在行っている対応を継続

するためオプショナル機能を追加いたしまして、現場活動に支障がないように災害発生時

の伝達用、消防職員・団員の招集用として分団詰所に設置しているモーターサイレンを消

防本部から無線遠隔操作する機能を維持いたしました。 

 また、平成２６年度には、今年度末に３名の定年退職者がいますので、消防吏員採用試

験を実施いたしました。なお、平成２３年度から５年間の計画で、消防組合と構成３町の

行政運営の合理化、事務処理の近代化及び職員の資質の向上を図ることを目的として人事

交流を行ってまいりましたが、２７年度で終了をいたします。つきましては、消防吏員が

事務の執務を行うことから、消防吏員以外の職員の定数枠を１名削減し、消防吏員の定数

を１名増とし総数８８名といたしました。 

 このことから、４名の欠員が出ますが、徳島県への割愛職員１名の任期が今年度で終了

するため、平成２７年度には３名の職員を採用予定でございます。 

 そのほか、消防本部庁舎建設に伴う起債総額２１億２,７２０万円の償還については、

平成１６年度から平成４０年度までの２５年間、藍住町の第２消防署の庁舎建設に伴う起

債総額３億２,４６０万円の償還については、平成２３年度から平成３７年度までの１５

年間であり、２６年度の両庁舎建設に係る償還金額合計は１億２,９３５万６千円であり

ます。 

 また、平成２７年１月２１日現在での支出済額は７億８,７６７万７,９６１円であり、

予算に対する執行割合は６０.１％であります。 

 その内訳としては、人件費（給与、手当、報酬、共済費）が５億７,７５９万５,２９６

円で、支出済額に対する割合は７３.３％、公債費が６,４７１万１,１１３円で支出済額

に対する割合は８.２％、庁舎管理に係る委託料が６１８万８,９１８円で支出済額に対す

る割合は０.８％、その他が１億３,９１８万２,６３４円で支出済額に対する割合

は１７.７％となっております。 

 以上が消防組合議会の現況報告とさせていただきます。 

○議長【藤枝善則君】  続きまして、板野東部青少年育成センター組合の平成２６年度

事業実施報告を組合議会副議長の佐藤富男議員にお願いいたします。佐藤富男議員。 

○５番【佐藤富男君】  議長の許可を得ましたので、板野東部青少年育成センター組合

の平成２６年度の事業について報告いたします。 
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 育成センターは、松茂・北島両町を管轄し、青少年の非行防止と健全育成を目的として、

街頭補導活動、相談活動、子どもの安全活動、広報啓発活動などの業務を行っています。

その活動の１つとして、毎日、午前と午後、「あゆみ号」と書かれた車で巡回をしていま

すが、夜間の巡回も含め、子どもたちが遊ぶ姿を見かけることも少なくなっているのが現

状でございます。 

 携帯電話の普及などにより子どもたちの行動が見えにくくなっているように思われます。 

 しかし、全国的には、子どもを取り巻く問題として、いじめや不登校、暴力行為のほか、

携帯電話に関したトラブルや被害、児童虐待などが起きていますので、育成センターでは、

活動を通じてさまざまな問題の早期発見や予防的な役割を果たせるよう取り組んでいると

ころでございます。 

 それでは、育成センターの今年度取り組みました主な活動内容につきまして、大きく４

項目に分けて報告したいと思います。 

 まず、１項目め、「街頭補導活動」では、２月末現在で、喫煙などをしていた高校生や

有職少年など２５人を補導しております。前年同期と比べますと６名増加しています。一

時期、ラインを通じて知り合ったという周辺部の中学生がこちらに遊びに来たりしていま

したが、夏以降は姿を見かけていません。 

 また、コンビニなどの店舗で増加していますが、店の前でたむろする子どもたちを見か

けることもありません。県下全体でも同様の傾向が見られ、補導人員は大きく減少してお

ります。 

 次に、第２項目め、「相談活動」について説明いたします。 

 ２月末現在で１６件の相談を受けています。前年同期と比べますと８件減少しています。 

 相談内容としましては、他校生徒とのトラブルなどの交遊関係、公共の施設を壊された

被害などがありました。 

 これらの相談は、学校や公的施設の関係者が多く、青少年自身や保護者からの相談はほ

とんどなかったので、気軽に相談していただけるよう、いろんな機会を通じて「育成セン

ターでも相談を受け付けていますよ」ということを知っていただくことが必要だと感じて

います。 

 続きまして、第３項目め、「子どもの安全を守る活動」につきましては、「不審者情報」

が２月末現在で３０件寄せられ、昨年度の１２件と比べて大幅に増加しています。 

 このうち松茂町では１０件発生しており、前年同期の２件と比べて８件増加しています。
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その内容は、「声かけ」と「つきまとい」それぞれが３件、「露出」が２件、盗撮１件、痴

漢１件となっています。昨年度は、松茂町で２件でしたので５倍に増加しております。 

 発生時間帯は午後５時から６時ごろまでが多く、時期的には６月末に１件あった後、９

月以降は季節に関係なく毎月発生しています。 

 育成センターでは、小・中学生の下校時間帯を中心に「交通事故防止」や不審者から身

を守るための防犯標語「いかのおすし」の説明などが入った広報テープを車から流しなが

ら注意を呼びかけていますが、地域の方々のなお一層のご協力をいただき、犯罪の起こり

にくい環境をつくっていきたいと思っております。 

 最後になりますが、４項目め、「広報啓発活動」について報告いたします。 

 広報啓発活動の中で、子どもたちに参加していただいた活動として次の４つの行事を実

施いたしました。 

 まず、１件目の行事として、非行防止標語・作文の募集では、小学校６年から標語を、

中学校２年生から作文をそれぞれ募集しました。応募作品は、いじめやネットに関するこ

とが多く、子どもたちのいじめ防止やネットの安全な利用に対する関心の高さが伝わって

きました。 

 次に、２番目の行事として、親子ふれあい教室は、夏休みに入ってすぐ、小学生１５組

の親子が参加し、大谷焼きの焼き物づくりを体験しました。 

 次に、３番目の行事として、夏休み期間中に開催したリーダー養成研修会では、松茂中

学校と北島中学校の代表者２４人が参加し、交流を図りながら、「携帯電話・インターネ

ットの問題について～みんなのルールを決めよう～」というテーマで話し合い、壁新聞を

作成しました。作成した４枚の壁新聞は両校の文化祭で展示して情報発信の機会とさせて

いただきました。参加した中学生から、「自分の思っていることを発表したり、他校生と

の交流がすごく楽しかったです。交流と同時に、インターネットやスマホの被害の危険も

わかったのでよかったです」などの感想がありました。 

 最後に、４番目の行事として、昨年７月に実施した、中学生を対象とした「携帯電話・

インターネットに関するアンケート調査」では、携帯電話の所持率が、家族との共有も含

め６６.２％、２年間の調査より９.３ポイント増加しています。そのうち、スマートフォ

ンの利用者が６２.０％を占めています。また、ラインやツイッターなどのコミュニケー

ションサービスを利用している人が全体の７６.４％という結果が出ています。さらには、

平日の利用時間が１時間以上の人が６４.５％、長時間の利用による自宅学習の影響など
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が心配されるところであります。行事などを通じて、地域の子どもたちの積極的な取り組

み、たくましく育っている様子を見ることができました。しかし、不審者情報の増加など

課題もあります。 

 当育成センターにおきましては、学校や警察など関係機関や補導員をはじめ、関係団体

の方々と連携し、今後とも、非行防止及び健全育成活動を推進してまいりたいと思います。 

 以上で板野東部青少年育成センター組合の事業についての報告を終わります。 

○議長【藤枝善則君】  続きまして、徳島県後期高齢者医療広域連合に関する報告を森

谷副議長にお願いいたします。森谷副議長。 

○副議長【森谷 靖君】  皆さん、おはようございます。議長の許可をいただきました

ので、徳島県後期高齢者医療広域連合議会の報告をいたします。 

 このことについて、平成２６年８月８日と平成２７年２月１８日に、徳島県国保会館に

おいて定例会が行われました。 

 ８月の定例会では、平成２６年度後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）と平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算な

ど２議案、副広域連合長に牧田美馬市長、及び監査委員に広域連合議員の藤原美馬市議会

議長の選任に係る人事議案が上程され、全議案について起立多数等により原案可決、認定

及び同意されました。 

 ２月の定例会では、平成２７年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算の歳入歳

出予算総額を１億４,４５６万２千円、平成２７年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計予算の歳入歳出予算総額を１,１９６億５,１０９万４千円と定める議

案。また、徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改正、ほか３件

など６議案及び平成２７年３月２９日から４年間の任期となる識見の監査委員に係る人事

案件が上程され、全議案が起立全員により原案可決、また同意されました。このほかに、

平成２７年３月２９日から４年間の任期となる選挙管理委員会委員４名及び同補充員４名

の選挙が行われ、指名推薦により当選されました。 

 両定例会とも質疑はありませんでした。 

 以上、簡単ではございますが、徳島県後期高齢者医療広域連合議会の報告とさせていた

だきます。 

○議長【藤枝善則君】  以上で諸般の報告を終わります。 
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○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第４、所信表明を行います。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、私の方から平成２７年第１回定例会の開会に当たり

まして、町政に臨む基本的な考え方を申し上げたいと思います。 

 先般、政府が決定した平成２７年度予算案におきましては、大企業の収益回復よる税収

の回復は見込めるものの、抜本的な歳出改革には至らず、社会保障における給付と負担の

改革や、税制体系全般にわたる構造改革の必要性が論じられております。 

 一方、地方から日本を創生するという理念のもと、日本の人口の現状と将来の姿を示し、

今後目指すべき将来の方向を提供する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及びこれ

を実現するための「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が取りまとめられ、閣議決定をさ

れました。 

 本町といたしましては、昨年、津波対策特別強化地域に指定されましたことを踏ま

え、２７年度も地方創生の根幹ともなります「安全・安心なまちづくり」を最重要政策課

題と位置づけ、庁舎改築事業、総合体育館耐震化事業をはじめとする震災対策や、昨今多

発しております大型台風やゲリラ豪雨等の対策としてポンプ場の改修に着手し、自然災害

から町民の生命財産を守るための防災関連事業を議会との協調をもって迅速に実施をして

まいります。 

 では、最初に２７年度の松茂町に関連する国及び徳島県が実施する事業の概要について

を申し上げます。 

 「四国横断自動車道・鳴門～徳島間及び徳島空港線の西延伸事業」につきましては、ご

案内のとおり、３月１４日に「松茂スマートインターチェンジ」とともに、徳島空港線の

「空港インター大橋」と一部道路が開通いたします。これにより、徳島阿波おどり空港の

利便性の向上と周辺地域の活性化に大いに貢献できるものと考えております。 

 ２７年度は、徳島空港線の早期全線開通を目指すとともに、丸須団地から県道徳島空港

線に至る町道拡幅と歩道設置工事を施工いたします。 

 次に、「旧吉野川河川改修事業」につきましては、北川向地区において２７年度の用地

取得完了を目指し、広島地区につきましては、現在、約半分の用地を取得しており、早期

完了を目指し継続して用地取得を進めるとともに、引き続き、上流側で工事が施工されま

す。 

 次に、「旧吉野川及び今切川の地震・津波対策事業」につきましては、液状化対策など
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が２３年度に着手され、現在、旧吉野川の豊久地区及び中喜来地区で工事が施工されてお

ります。今後、今切川の広島地区及び長原地区で工事が実施をされます。引き続き、地元

のご協力をいただきながら、早期完了を関係機関に要望してまいります。 

 次に、「国営総合農地防災事業」につきましては、「東部幹線水路工事」で国営事業によ

る松茂町での工事は２４年度に完了をいたしております。２６年度におきましても、主に

面的整備でございましたので、事業全体の進捗率は水路延長ベース約９３％となっており

ます。 

 ２６年度には、吉野川柿原取水口かかりの農地に通水が開始されましたので、今後

は、３０年度完成に向けて第十堰から取水工事が進められてまいります。 

 また、灌漑用水を効率的に送水するため、関連事業として県営地盤沈下対策事業を実施

いたしております。２７年度においては、旧吉野川を横断する松茂幹線工事に着手すると

ともに、福有地区におけるパイプライン及び配水設備の施設整備を引き続き進めてまいり

ます。 

 続きまして、「松茂町の財政状況」について申し上げます。 

 ２５年度決算時点での財政上の数値を申し上げます。 

 まず、財政構造の弾力性を測定する指標とされます経常収支比率につきまして

は、７６.９％で県内平均の８３.７％と比較すると比較的良好な数字となっております。 

 次に、財政力指数でございますが、２５年度の財政力指数は０.８９９で、県内では最

も良好な数値を堅持しております。 

 次に、実質公債費比率でございますが、県平均の８.５％に対し松茂町は２.４％であり、

良好な数値であると考えております。 

 今後とも、財政の健全性に配慮した財政運営に努力してまいりたいと考えております。 

 次に、「平成２７年度予算の概要」について申し上げます。 

 ２７年度の歳入歳出予算の総額は６１億５,２００万円で２６年度当初予算と比較し

て６億９,４５０万円の増、率にいたしますと約１２.７％の増となっております。 

 まず、歳入面から申し上げますと、町財政の根幹をなす町税につきましては、年間予算

の観点から収入の見込みをより精査いたしました結果、約１億円減の見込みとなっており

ます。 

 ２７年度の自主財源は約３７億６,７００万円で、その歳入に占める割合は６１.２％と

なっております。 



 －16－ 

 自主財源のうち町税につきましては２５億５,６４２万７千円を見込むとともに、生活

環境整備基金から５億４,０６０万円、財政調整基金から３億円、臨海型廃棄物最終処分

場対策基金から１億９,３００万円を繰り入れ、財源としております。 

 依存財源では、地方交付税として３億２００万円を見込んでおります。地方消費税交付

金で２億３千万円、国有提供施設等所在市町村助成交付金で２億円を見込んでおります。 

 一方、歳出につきましては、引き続き徹底した経常的経費の節減合理化と人事管理の適

正化等に努めるとともに、施策の選択と事業経費の効率的支出を図ることにより、防災・

減災対策事業及び民生安定事業を積極的に推進することを念頭に置いた予算編成をいたし

ております。 

 そのうち、投資的経費につきましては１４億１,２５４万７千円を計上し、主な内容と

いたしまして、津波防災センター・中央庁舎建設事業、中喜来排水機場ポンプ整備事業、

伊沢裏地区排水ポンプ設置事業、松鶴苑改修工事実施設計事業、幼・小・中学校窓ガラス

飛散防止シート貼付事業、総合体育館耐震改修事業等の事業に取り組んでまいります。 

 次に、「第四次松茂町総合計画」につきましては、１０カ年の計画として策定いたしま

したが、２７年度は、残すところあと１年となり仕上げの年を迎えるところとなりました。

現在、２８年度を初年度とする今後１０カ年の町の指針となる第五次松茂町総合計画の策

定を進めております。今後も、継続して安全・安心のまちづくりに邁進してまいります。 

 次に、松茂町の緊急課題及び重要施策について申し上げます。 

 本町における緊急課題といたしましては、第１に考えなければならないのが防災対策に

ついてであります。 

 南海トラフを震源とするマグニチュード８から９クラスの地震の発生確率は、今後３０

年以内に７０％程度と予測されております。このことから、地震津波防災対策が本町にお

ける喫緊の課題として、自主防災会の支援や防災体制の強化を図ってまいります。 

 本町では、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」による

「地震防災対策推進地域の指定」及び「地震津波避難対策特別強化地域の指定」を受けた

ことから、避難計画や避難施設の整備計画の見直しを行ってまいりました。 

 ２７年度は、補助事業の採択を受けるため、国に向けての申請を行い、避難施設の整備

に向けて準備を進めてまいります。 

 また、松茂中学校をメイン会場とし、町内の自主防災会や各種団体に参加していただき、

避難訓練、避難所運営訓練、炊き出し訓練など、体験型の総合的な訓練、「松茂町総合防
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災訓練」を実施してまいります。 

 さらに、人的被害の軽減策として、円滑な避難や防災意識の普及・啓発を行うため、地

域住民や自主防災会に対する補助制度により支援を継続し、自助意識の向上を図るととも

に、地域防災力の強化に努めてまいります。また、地球温暖化対策、防災対策として有効

な住宅用太陽光発電設備に対する補助につきましても継続実施してまいります。 

 庁舎改築事業につきましては、耐震耐力に不足が生じております昭和３９年度建築の役

場庁舎棟につきまして、平成２７年、２８年度の２カ年をもって建て替えを行います。新

庁舎は、１階、２階部分を役場事務室として使用し、３階に防災対策本部、電算室、４階

には備蓄倉庫や、平常時は研修室として利用いたします一時避難場所を備え、屋上の避難

スペースを含めますと４５２人の避難が可能となる計画でございます。発災時の被災者対

策としての利活用はもとより、日ごろから住民の防災意識の啓発研修等にも広く利用して

いただけるものと考えております。 

 また、２７年度には、総合体育館を安心してご利用いただくとともに、発災時の避難場

所としての強度を確保するべく耐震工事を施工いたします。従いまして、生涯スポーツの

振興につきましては、第２体育館を拠点として、松茂町スポーツ推進委員・各スポーツ団

体と連携し、多種・多様なスポーツ活動を通して町民の皆さんの相互交流と健康づくりを

支援してまいります。 

 同時に、２７年度は、全幼稚園・小・中学校に窓ガラス飛散防止フィルム貼付をはじめ

とする安全対策工事を実施するとともに、学校施設全般にわたり、非構造部材の耐震化を

進め、「安全安心な学校づくり」に努めてまいります。 

 次に、市街化調整区域の排水対策についてでございます。冒頭でも申し上げましたが、

昨今頻発しておりますゲリラ豪雨や、大型台風襲来への備えといたしまして、２５年度に

策定いたしました排水対策計画に基づき、排水施設の整備保全を行ってまいります。中喜

来排水機場については、２６年度に着工した排水ポンプの更新が２７年度に完了いたしま

す。伊沢裏排水機場については、安定した排水能力が得られるよう、２７年度に県営事業

で排水設備の修繕保全を図り、さらに、水路上流の広島小喜来地区において新たなポンプ

整備工事に着手いたします。また、豊岡排水機場については、ポンプ増設工事の実施計画

を進めてまいります。 

 「個人の木造住宅の耐震化対策」につきましても、地震に伴う被害軽減のため、引き続

き、耐震診断及び耐震改修事業の推進に努めてまいります。 
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 また、徳島県が実施する、耐震耐力を有していない木造住宅からの建て替えや、住み替

えに伴う除却工事、地震時の避難路の確保のため、老朽化して危険な空き家等の除却工事

を促進するために行う、「老朽住宅等除却支援事業」に対する協調補助制度を２７年度に

新規導入するとともに、引き続き耐震改修とあわせて行うリフォームに対する「住まいの

安全・安心なリフォーム支援事業」に、協調補助を継続いたします。 

 次に、緊急課題の２点目といたしましては、松茂スマートインターチェンジを活用した

地域づくりであり、平成２７年度からこれに着手をいたします。 

 中喜来地区において、松茂スマートインターチェンジと空港を直結する「県道徳島空港

線」と「国道１１号」が交差する、とくとくターミナル周辺を中心に、「高速交通網を活

用したまちづくり」を目指し、地域住民の方々からご意見をいただきながら地区計画を策

定し、合理的な土地利用の推進に努めてまいります。 

 続きまして、平成２７年度における重点施策についてでございます。 

 本年１０月から住民票を有する全ての方に１２桁の個人番号（いわゆるマイナンバー）

が通知され、２８年１月から国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、

災害対策等の行政手続でこの個人番号が利用されることとなります。本町では、この制度

に遅滞なくかつ適正に対応するべく、２６年１１月、全課で組織するマイナンバー活用推

進検討委員会を立ち上げ、現在、各検討部会において必要となるシステムの整備構築や特

定個人情報保護の取り扱い、情報連携など、種々の事務体制を整えておるところでござい

ます。２７年度におきましても、制度活用に必要となる条例、規則の整備や個人番号の取

り扱いにおける職員研修等を実施し、的確な対応を行ってまいります。 

 農業分野におきましては、国の地域創生事業を活用し、畑地における新たな特産品の開

発、農産品の六次産業化を研究し、松茂町における農業の将来展望について検討してまい

ります。 

 商業及び消費者行政については、２６年度に続いて徳島県が実施するプレミアム商品券

の販売に協賛するとともに、松茂町独自のプレミアム商品券を販売し、消費者の購買意欲

喚起に努めてまいります。なお、２７年度は、２０％のプレミアムとし、さらなる消費拡

大に取り組んでまいります。 

 次に、環境政策につきまして、２７年度には、松茂町環境基本条例に基づく「環境基本

計画」の見直しを行います。これは、２８年度から１０年間の目標を新たに掲げ、環境の

保全及び創造に関して総合的かつ長期的な指針とするものであります。 
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 次に、「公共下水道」につきましては、２６年度末におきまして、事業認可を取得して

おります第一期事業計画区域及び第二期事業計画区域の面積約２０５ｈａのうち約１７３

ｈａの区域の管渠整備が完了する見込みであります。２７年度におきましても、残りの部

分の整備を進めてまいりますとともに、さらなる供用区域の拡大を図るべく、第三期事業

計画にも着手をいたします。 

 ２７年度の下水道管渠整備工事の計画延長は約１,２００ｍで、施工箇所につきまして

は、豊久地区の松茂工業団地内及び笹木野山南地区を予定しております。 

 次に、「上水道事業」につきましては、「安全」「強靱」「持続」に主眼を置き事業を進め

てまいります。 

 配水管の整備につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、老朽管の更

新を広島地区で実施し、耐震強化を図りたいと考えております。 

 また、公共下水道の工事施工に伴います笹木野地区の配水管の布設替えにつきましても、

耐震性に配慮した工事を行います。 

 浄水設備につきましては、防衛省の補助を受け、２８年度完成を目指し、浄水場更新事

業により施設の拡大及び耐震化を進めてまいります。 

 経営面では、今後も有益な補助財源等を確保し、安心・安全な水の確保に努めてまいり

ます。 

 次に、「人を育て文化を創るまちづくり」では、自分たちの努力で自らの未来を切り開

いていく「力」を身につけ、地域や社会の持続的な発展のためにその「力」を発揮するこ

とのできる「人財」を育てる教育・学習環境の向上が、より一層求められております。 

 松茂町では、こうした時代認識に立ち、改正された教育基本法の理念にのっとり、２８

年度からの実施に向けて教育行政の目標とその実現に向けた取り組みを松茂町教育振興計

画で明らかにしてまいります。 

 次に、児童福祉につきましては、２７年４月から実施されます「子ども・子育て支援新

制度」に合わせて策定いたしました「松茂町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、本

町における子どもや子育て家庭の実情を踏まえた支援施策を実施してまいります。また、

地域子育て支援センターなど施設の改修を計画的に進めてまいります。さらに、２７年度

から、少子化対策の一環として、徳島県こうのとり応援事業にあわせて不妊治療への助成

を始めます。 

 次に、老人福祉の拠点であります「松鶴苑」につきましては、老朽化対策といたしまし
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て防衛省の補助をいただきながら大規模改修に取り組み、２７年度においては実施設計を

行ってまいります。 

 次に、障がい福祉につきましては、２７年度に「松茂町障がい者計画」を策定いたしま

す。国から示される施策にも迅速に対応できるよう、今後とも県や関係機関と連携を図り

ながら充実した事業実施に努めてまいります。 

 以上が本町の現状と緊急課題及び重点施策の観点から私の所信をご説明申し上げました。

議員各位のご理解とご指導をよろしくお願い申し上げまして私の所信表明といたします。 

○議長【藤枝善則君】  ここで、議事の都合により、１１時１０分まで小休いたします。 

午前１０時５８分小休  

                                         

午前１１時１０分再開  

○議長【藤枝善則君】  それでは、再開いたします。 

 続きまして、日程第５、同意第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、私の方から、同意第１号、固定資産評価審査委員会

委員の選任につきましては、現在、固定資産評価審査委員会委員として在任中の橋本一美

氏が平成２７年３月３１日をもって任期満了となります。つきましては、新たに長谷川清

和氏を固定資産評価審査委員会委員として選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の

規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、長谷川清和氏の経歴につきましては、参考資料に添付しておりますので、ご覧い

ただき、ご同意くださいますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長【藤枝善則君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 質疑があれば承ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから採決に入ります。 
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 同意第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、同意第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、原案のとおり

可決されました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第６、報告第１号「専決処分の報告につい

て」を議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、次に、報告第１号、専決処分の報告につきましては、

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第２項の

規定により議会に報告をするものでございます。 

 次に、専決第１号、高速道路利便増進事業に関する計画（（仮称）松茂スマートＩＣ事

業）の実施に伴う工事の施工に関する平成２６年度変更契約締結については、平成２６

年４月３０日の臨時会において契約議決をいただき、執行いたしております。 

 今回の主な変更につきましては、道路工事の施工において、防護柵の設置と出来高によ

る精算に伴う契約金額の増額であります。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長【藤枝善則君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 担当職員の詳細報告を求めます。 

 井上建設課長。 

○建設課長【井上雅史君】  それでは、報告第１号についてご説明を申し上げます。議

案書の２ページをご覧ください。 

 報告第１号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告するというものでござ

います。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 専決第１号、高速道路利便増進事業に関する計画（（仮称）松茂スマートＩＣ事業）の
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実施に伴う工事の施工に関する平成２６年度変更契約締結について。 

 高速道路利便増進事業に関する計画（（仮称）松茂スマートＩＣ事業）の実施に伴う工

事の施工に関する平成２６年度変更契約を下記のとおり締結するので、地方自治法

第１８０条第１項の規定により専決処分する。 

 契約の目的、高速道路利便増進事業に関する計画（（仮称）松茂スマートＩＣ事業）の

実施に伴う工事の施工に関する平成２６年度変更契約。契約の金額、変更前、１

億４,２０３万１,４９２円。変更後、１億４,３５１万１,２４４円。契約の相手方、香川

県高松市朝日町四丁目１番３号。西日本高速道路株式会社、四国支社長、中根正治という

ものでございます。 

 この工事につきましては、平成２６年４月の臨時議会におきまして契約議決をいただき

執行いたしました。工事の内容といたしましては、スマートインターチェンジに連結する

町道松茂２４号線設置工事として、造園工、舗装工、及び標識工を実施いたしました。変

更の主な内容といたしましては、防護柵工、防草シート工を追加し舗装工の面積が増加し

たこと、及び工事の出来高による精算を行ったものでございます。その結果、１４７

万９,７５２円を増額する専決処分をさせていただいたものでございます。これにより、

既にご案内のとおり、今月の１４日に松茂スマートインターチェンジが開通をいたします。 

 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長【藤枝善則君】  これで報告第１号の報告を終わります。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第７、議案第１号「定年前に退職する意思を

有する職員の募集及び認定に関する条例」から、日程第４４、議案第３８号「平成２７年

度松茂町水道特別会計予算」までの議案３８件を一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、議案について説明を申し上げていきます。 

 議案第１号、定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例につきま

しては、国家公務員退職手当法及び国家公務員退職手当法施行令の改正に伴い、早期退職

者の募集及び認定の制度が導入されるとともに、定年前早期退職者に対する退職手当の基

本額に係る特例措置の見直しが行われました。これに準じ、徳島県市町村総合事務組合に

おきましても早期退職募集制度を導入し、勧奨退職制度を廃止することとなりましたこと
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から、本町におきましても、新たに条例で定めるものであります。 

 次に、議案第２号、子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条例につ

きましては、平成２７年４月から本格施行される子ども・子育て支援新制度の適正な運用

を図るため、子ども・子育て支援法の規定を踏まえて、新たに条例で過料を定めるもので

ございます。 

 次に、議案第３号、松茂町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例につきま

しては、介護保険法の改定により、現在、厚生労働省令で定められている基準が町条例に

委任されたため、指定介護予防支援の事業の人員、指定補介護予防支援に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準

等について制定するものであります。 

 次に、議案第４号、松茂町包括支援事業の実施に関する基準を定める条例につきまして

は、介護保険法の改正により、厚生労働省令で定められている基準が町条例に委任された

ため、地域包括センターの職員等に関する基準について制定するものです。 

 次に、議案第５号、松茂町議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例に

つきましては、国土利用計画法の改正により、市町村が議会の議決を経て国土利用計画を

定める法的義務づけが廃止されたところでありますが、国土利用計画の重要性にかんがみ、

従前と同様に、国土利用計画を議会の議決すべき事件を定める条例に追加するため、条例

改正を行うものであります。 

 次に、議案第６号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条

例、議案第７号、松茂町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、議案第８号、松

茂町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例、

議案第９号、松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例、

以上４議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教

育委員長と教育長を一本化した新たな責任者新教育長を置くこととなり、新教育長を特別

職とするため、条例の改正及び廃止を行うものであります。なお、現教育長の任期中は改

正前の条例の規定を適用するものであります。 

 議案第９号、松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条

例につきましては、新教育長に関する改正にあわせて、松茂町防災会議委員を追加するも

のであります。 
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 次に、議案第１０号、松茂町課設置条例の一部を改正する条例、議案第１１号、松茂町

総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例、以上２議案につきましては、行政改革に

より事務事業を見直し、総務課と企画財政課をあわせて総務課に、国民健康保険税の賦

課・徴収業務を税務課に統合するなど、課の編成及び事務分掌の一部を見直したことに伴

い、条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第１２号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、

平成２６年度人事院勧告に従い、地域間給与のさらなる反映という観点からの給料表の水

準の引き下げ、及び平日の深夜や早朝（午前零時から５時までの間）における、管理職員

特別勤務手当支給等について条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第１３号、松茂町保育所条例の一部を改正する条例につきましては、子ど

も・子育て支援法で定められた基準を踏まえて、公立保育所における保育料の規定や保育

所入所の手続などの変更に伴い、条例を改正するものであります。 

 次に、議案第１４号、松茂町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の名称変更に伴い、条例の関係箇所の改正及び語句の改正を行う

ものであります。 

 次に、議案第１５号、松茂町介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、所得

状況等により区分されている保険料率の算定基準を現行の標準６段階から９段階に細分化

するとともに、低所得者の保険料基準額を軽減するため、条例の改正を行うものでありま

す。 

 次に、議案第１６号、松茂町地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着

型サービス事業者等の指定に関する事項を定める条例の一部を改正する条例、議案第１７

号、松茂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例、議案第１８号、松茂町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上３議案につきま

しては、介護保険法の改正により、現在、厚生労働省令で定められている事業者等の指定

に関する事項や運営に関する基準等が町条例に委任されたため、それぞれの条例におきま

して必要な事項を規定するため条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第１９号、松茂町手数料条例の一部を改正する条例につきましては、鳥獣の
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保護及び狩猟の適正化に関する法律の名称変更に伴い、条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第２０号、松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の名称変更に伴い、条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第２１号、松茂町公共下水道条例の一部を改正する条例につきましては排水

設備工事を行う際に必要な責任技術者の登録先である法人名の変更に伴い、条例の改正を

行うものであります。 

 次に、議案第２２号、松茂町幼稚園設置条例の一部を改正する条例につきましては、子

ども・子育て支援法で定められた基準を踏まえて公立幼稚園保育料等の規定を定めるため、

条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第２３号、町道路線の認定につきましては、道路法第８条第２項の規定によ

り、新たに４路線を町道として認定するものであります。 

 次に、議案第２４号、平成２６年度松茂町一般会計補正予算（第６号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ９,０８８万７千円を追加し、補正後の予算の総額

を５５億７,９７３万３千円とするものであります。 

 今回の補正につきましては、事務・事業の確定、見込みによる補正及び国の補正に対応

した地域住民生活等緊急支援のための交付金事業関連予算を計上するものでございます。 

 歳入の主なものといたしましては、町税２,７２０万円、株式等譲渡所得割交付

金３,８００万円等を増額補正し、地方消費税交付金１,９００万円等を減額補正するもの

であります。 

 歳出の主なものといたしましては、障害者福祉費扶助費６５０万円、住宅管理費補助

金６７４万８千円等を減額補正し、それらにより生じた余裕金を財政調整基金に１

億１,０４６万円積み立てるものであります。国の補正に対応した関連事業としましては、

地域住民生活等緊急支援のための交付金事業のうち、地域の消費喚起事業として徳島県が

実施するプレミアム付き商品券へ参加するとともに、松茂町独自のプレミアム付き商品券

を発行する経費として１,５６０万円を計上し、地方創生先行型事業として地域総合戦略

計画の策定や、新たな特産品の開発事業などに１ ,９３０万円を計上し、合わせ

て３,４９０万円の事業計画となっております。これらの事業の歳入につきましては、国

庫補助金として２,８００万円を計上しております。また、繰越明許費として番号制度対

応システム改修事業ほか８件で合計６,８０３万７千円を翌年度へ繰り越すものでありま
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す。 

 次に、議案第２５号、平成２６年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,５７８万円を追加し、補正後の

予算の総額を１６億９,１６７万２千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、一般会計繰入金３,８７０万８千円等を増額補正し、

保険財政共同安定化事業交付金１,２９２万９千円等を減額補正するものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、一般分療養給付費７,１００万８千円等を増額補正

し、保険財政共同安定化事業拠出金２,７９０万７千円等を減額補正するものであります。 

 次に、議案第２６号、平成２６年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第４号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ５７万８千円を減額し、補正後の予算

の総額を１０億１,５８９万円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、前年度繰越金１,０２４万１千円等を増額補正し、

調整交付金８３７万円等を減額補正するものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、介護保険制度改正対応システム改修委託料３９６

万１千円等を増額補正し、居宅介護給付費１,０３０万円等を減額補正するものでありま

す。 

 次に、議案第２７号、平成２６年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７千円を追加し、補正後の予算の

総額を１億５,４１７万８千円とするものであります。 

 歳出といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金７千円を増額補正するものであ

ります。 

 歳入といたしましては、一般会計繰入金を同額、増額補正するものであります。 

 次に、議案第２８号、平成２６年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ７２万２千円を減額し、補正後の

予算の総額を１億４１３万３千円とするものであります。 

 歳入といたしましては、地元分担金２４万９千円を増額補正し、一般会計繰入金９７

万１千円を減額補正するものであります。 

 歳出といたしましては、農業集落排水事業管理費７２万２千円を減額補正するものであ

ります。 

 次に、議案第２９号、平成２６年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第４号）につ
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きましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１,９０１万４千円を減額し、補正

後の予算の総額を５億４,０６６万２千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、公共下水道受益者負担金７５万６千円等を増額補正

し、一般会計繰入金１,８９９万２千円、公共下水道使用料８０万円等を減額補正するも

のであります。 

 歳出の主なものといたしましては、公共下水道建設費１,４２９万４千円、公共下水道

管理費４５６万７千円等を減額補正するものであります。 

 次に、議案第３０号、平成２６年度松茂町水道特別会計補正予算（第３号）につきまし

ては、資本的収入では２,０９１万５千円を減額し、資本的支出を１,９６６万１千円減額

補正するものであります。 

 内容の主なものは、公共下水道関連事業及び老朽管更新事業の支出において執行残等に

より減額し、収入では、これに伴う財源を減額するものであります。 

 また、浄水場更新事業の第１期分は、当初、平成２５年度から２６年度まで２カ年間の

継続費を組んでおりましたが、補正後は、１年延伸し、平成２７年度までの３カ年とする

ものであります。 

 次に、議案第３１号、平成２７年度松茂町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ６１億５,２００万円と定めるものであります。事務事業の概要につき

ましては、先ほどご説明を申し上げたところでございます。 

 次に、議案第３２号、平成２７年度松茂町国民健康保険特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１９億２,０１６万円と定めるものであります。これは、

平成２６年度当初予算と比較して１９.１％の増となっております。 

 歳入のうち、保険税は３億２,７０８万３千円、一般会計繰入金１億４,３３８万６千円

を計上いたしております。 

 歳出につきましては、保険事業の推進により、予防に努め、医療費の抑制を図ってまい

ります。 

 次に、議案第３３号、平成２７年度松茂町介護保険特別会計予算につきましては、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ１０億３,０４５万４千円と定めるものであります。これは、

平成２６年度当初予算と比較して２.０％の増となっております。 

 歳入のうち、保険料は２億５９６万３千円、一般会計繰入金１億７,６３４万１千円を

計上いたしております。 
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 歳出につきましては、介護や支援が必要と認定を受けた方々が介護サービスを適正に利

用できるよう努めてまいります。 

 次に、議案第３４号、平成２７年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４,４０１万２千円と定めるものであります。これは、

平成２６年度当初予算と比較して７.６％の減となっております。歳入のうち、保険料

は１億４７６万１千円、一般会計繰入金３,８８９万３千円を計上いたしております。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金１億３,５６０万１千円を計上い

たしております。 

 次に、議案第３５号、平成２７年度松茂町長原渡船運行特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,１９２万１千円と定めるものであります。今後とも、

利用者が安全で利便性の高い効率のよい運行に努めてまいります。 

 次に、議案第３６号、平成２７年度松茂町農業集落排水特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５６万２千円と定めるものであります。これは、平

成２６年度当初予算と比較して３.７％の減となっております。今後とも、長岸、中喜来、

北川向地区の汚水処理施設を適正に管理し、地域住民の生活環境の改善や農業用水の水質

保全に努めてまいります。 

 次に、議案第３７号、平成２７年度松茂町公共下水道特別会計予算につきましては、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ５億４,６６３万３千円と定めるものであります。これは、

平成２６年度当初予算と比較して７.０％の減となっております。 

 事業箇所につきましては、昨年に引き続き、豊久地区において施工延長約１㎞、新たに

笹木野地区において約１６０ｍの管渠整備を計画いたしております。流域下水道及び公共

下水道は平成２１年度から供用開始されておりますが、本年度も、引き続き、接続促進と

管渠並びに中継ポンプ等の設備機器の適正な維持管理に努め、下水道事業の的確な運営を

図ってまいります。 

 最後になりますが、議案第３８号、平成２７年度松茂町水道特別会計予算につきまして

は、公営企業の独立採算の趣旨に沿いまして運営ができるよう編成をいたしております。

平成２７年度の業務の予定量につきましては、給水戸数５,１６１戸、年間総配水

量２７３万８千㎥、１日平均配水量７,５０１㎥であります。水道事業の経営活動として

発生する収益的収支における収入額並びに支出額は３億７,７５１万９千円で、建設改良

工事などを実施いたします資本的収支におきましては、収入額で２億３,９９６万３千円
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に対し支出額３億２,８６３万円で、収支不足額８,８６６万７千円につきましては、留保

資金等により補填いたします。主な事業といたしましては、老朽化した浄水設備の更新工

事を昨年に引き続き実施いたします。また、石綿セメント管を含む老朽管更新事業及び公

共下水道事業に伴う配水管布設替工事を行い、安全で安心できる水道水の供給に努め、健

全な企業運営を進めてまいります。 

 以上が提案理由の説明であります。これで説明を終わらせていただきます。 

 なお、ご審議の上、可決決定を賜りますよう、お願いを申し上げます。終わります。 

○議長【藤枝善則君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております議案３８件については、３月５日再開予定の本会議にお

いて総括的な質疑を行います。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第４５、発議第１号「松茂町議会委員会条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 この発議は、去る２月２６日開催の議会運営委員会において議会運営委員会副委員長ほ

か４名の賛成者から発議としてご決定いただき、このように提出をされております。一森

議会運営副委員長から発言を求められておりますので、これを許します。一森敬司議員。 

○４番【一森敬司君】  それでは、ただいま議長の許可をいただきましたので、発議

第１号、松茂町議会委員会条例の一部を改正する条例について提案理由をご説明いたしま

す。 

 この発議は、ただいま議長からお話がありましたように、議会運営委員会委員の賛同を

いただいて地方自治法第１１２条の規定により提出するものであります。 

 内容といたしましては、先ほど、松茂町課設置条例の一部を改正する条例により、総務

課と企画財政課をあわせて総務課に統合することによる課の編成の変更となったこと、及

び、教育行政の責任の明確化を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改

正されたことにより、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者、新教育長を置くこ

とになり、条例を改正するものであります。なお、現教育長の任期中は改正前の条例の規

定を適用するものであります。 

 以上、発議第１号の提案理由説明とさせていただきます。各議員におかれましては、原

案可決いただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長【藤枝善則君】  以上で説明は終わりました。 
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 ただいまの発議第１号については、３月１６日再開予定の本会議で審議したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号については、３月１６日再開予定の本会議で審議することに決定い

たしました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第４６、発議第２号「予算特別委員会設置に

関する決議」を議題といたします。 

 お手元に配付しております、一森敬司議会運営委員会副委員長ほか４名の賛成者から提

出されました予算特別委員会設置に関する決議のとおり、決定することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号「予算特別委員会設置に関する決議」は可決されました。 

 予算特別委員会の設置が決定いたしましたので、次の小休中に委員長、副委員長の互選

をお願いいたします。 

 議事の都合により、小休いたします。 

午前１１時４７分小休  

                                         

午前１１時４７分再開  

○議長【藤枝善則君】  それでは、小休前に引き続き、再開いたします。 

 小休中に予算特別委員会の正副委員長の互選が行われ、委員長に一森敬司議会運営委員

会副委員長、副委員長に春藤議会運営委員会委員が就任いたしましたので、報告いたしま

す。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第４７、請願第１号「海洋環境整備事業の充

実と「緊急確保航路」の指定を求める意見書採択についての請願」を議題といたします。 

 紹介議員の原田議員から発言を求められておりますので、これを許します。原田議員。 

○３番【原田幹夫君】  それでは、議長の許可がありましたので、請願をお願いしたい
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と思います。請願書の朗読により説明にかえさせていただきます。 

 受付、平成２７年２月１９日。紹介議員、私、原田幹夫でございます。請願第１号、請

願者氏名は、小松島市小松島町字新港９番地１４、国土交通省労働組合、四国港湾空港支

部、小松島港湾空港分会、執行委員長、増田慎太郎でございます。 

 件名は、海洋環境整備事業の充実と「緊急確保航路」の指定を求める意見書採択につい

ての請願でございます。 

 請願趣旨は、海洋の環境と船舶航行の安全を守る、海洋環境整備事業を国の役割として

充実させること。そのため、非常災害時の緊急支援物資の輸送や港湾機能の維持・早期復

旧を行う「緊急確保航路」の指定を瀬戸内海について行うということであります。 

 請願理由は、今、国の事業として進められている海洋環境整備事業は、海上の浮遊ゴミ

や油の回収によって船舶航行の安全を守り、海洋の豊かな自然環境を維持しており、住民

の生活や安全に欠かせない大切な国の役割だと考えています。ここ瀬戸内海においても船

舶事故などによる油流出事故が発生しており、油防除体制の強化や海面浮遊ゴミ・油回収

事業の体制の充実が求められております。 

 また、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災においては、海洋環境整備事業に

従事する国の船舶が、震災の翌日から災害支援物資を積み込み、海上から各被災地の港に

運び入れ、約１カ月間にわたり海上浮遊物の回収作業にあたりました。 

 このような東日本大震災の教訓のもとに、一昨年６月には「港湾法」が改正され、非常

災害時における、港湾機能の維持・早期復旧を目的とした「緊急確保航路」が国土交通省

によって定められました。そして、昨年１月には、三大湾（東京湾・伊勢湾・大阪湾）が

「緊急確保航路」に指定されましたが、南海トラフ巨大地震などの防災対応が急がれるも

とで、三大湾以外の瀬戸内海においても、非常災害時における国の責任と役割として、早

急に「緊急確保航路」に指定されることが重要となっております。 

 瀬戸内海は、閉鎖された海域で貴重な漁業資源の宝庫であるとともに、数多くの船舶が

日夜航行しています。こうした自然や物流の機能を次世代に継続していくためにも、海洋

環境整備事業の充実と「緊急確保航路」の指定について、貴議会が意見書を関係機関に対

して、提出していただくよう請願いたしますというものでございます。 

 議員各位のご賛同をいただきましてこの請願が通りますよう、よろしくお願い申し上げ

まして、私の説明といたします。 

○議長【藤枝善則君】  ただいまの請願第１号については、委員会付託を行わず、３
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月１６日再開予定の本会議で審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、請願第１号については、委員会付託を行わず、３月１６日再開予定の本会議で

審議することに決しました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第４８、請願第２号「「手話言語法（仮称）」

の制定を国に求めることについての請願」を議題といたします。 

 紹介議員の佐藤富男議員から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤富

男議員。 

○５番【佐藤富男君】  それでは、議長の許可がありましたので、請願をお願いしたい

と思います。 

 請願書の朗読によって説明にかえさせていただきます。 

 受付、平成２７年２月２３日。紹介議員は、私、佐藤富男でございます。請願第２号、

請願者名は、徳島市南矢三町２丁目１－５９、聴覚障害者制度改革推進徳島本部、本部長、

平光江でございます。件名でございますが、「手話言語法（仮称）」の制定を国に求めるこ

とについての請願でございます。 

 請願趣旨は、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、きこえない子ども

やろう者が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として

普及することのできる環境整備を目的とした「手話言語法（仮称）」の制定を国にはたら

きかけること。また、そのための意見書を採択し、関係機関に送付することであります。 

 請願理由を申し上げます。 

 手話とは、音声ではなく手指や顔の表情、体の動きを使う独自の語彙や、音声言語の日

本語とは異なる言語体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たち

の音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーション手段として大切に守られてき

ました。 

 しかしながら、１８８０年にイタリア・ミラノで開催された「世界ろう教育会議」にお

いて、ろう学校では手話が禁止され、ろう者や手話が差別・偏見の対象にされてきた長い

歴史があった。 

 平成１８年１２月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であること
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が明記されております。同条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成２３

年８月に成立した「改正障害者基本法」では「すべて障害者は、可能な限り、言語（手話

を含む）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ

た。 

 また、同法第２２条では、国・地方公共団体に対して情報保障を義務付けており、手話

が音声言語と対等な言語であることを県民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、

手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及することのできる環境整

備に向け、国において「手話言語法（仮称）」の制定が必要であると考えるというもので

ございます。 

 議員各位のご賛同をいただきましてこの請願が通りますよう、お願い申し上げまして、

私の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長【藤枝善則君】  ただいまの請願第２号については、委員会付託を行わず、３

月１６日再開予定の本会議で審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、請願第２号については、委員会付託を行わず、３月１６日再開予定の本会議で

審議することに決しました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日３月４日の１日は、議案調査のため休会したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、明日３月４日の１日は、休会と決しました。 

 次回は、３月５日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これで散会といたします。どうもありがとうございました。 

午前１１時５８分散会  


